
 

 

第２期「ひょうご教育創造プラン（兵庫県教育基本計画）」に係る 

パブリック・コメントの結果等について 

 

１ パブリック・コメント（県民意見提出手続）結果（概要） 

  意 見 募 集 期 間：平成25年11月13日～平成25年12月３日 

意見等の提出件数：249 件（130 人） 
 

対 応 件 数 主な意見 

・「ブログ、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）、ツイ

ッターなどの新しいコミュニケーション手段が出現」のツイッターは古

いので、Facebook や LINE を加えるべき。(p.6) 

  ⇒「ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）、プロフィ

ールサイト、ブログなどの新しいコミュニケーション手段が出現」

と修正(p.6) 

・「学校は、単なる知識・技術の伝達にとどまらず、子どもたちの人格の

完成をめざした教育を行う。」は、学校教育の目標は「人格の完成」が

第一であることを明確にすべき。(p.23) 

  ⇒「学校は、子どもたちの人格の完成をめざし、知・徳・体の調和の

とれた「生きる力」を育む教育を行う。」と修正 

ご意見を反映 31 件 

・「地域に開かれた学校づくり」について言及すべき。 

  ⇒「地域に信頼される開かれた学校づくりを進めることが重要であ

る。」と追加記載。(p.27)                など

・東日本大震災の被災地への継続的な支援に言及してほしい。 

  ⇒「防災教育の推進」に記載済(p.14) 

・自然学校やトライやる・ウィークなどの兵庫型「体験教育」はよい取組

であり、今後も継続してほしい。 

⇒「兵庫型『体験教育』の推進」に記載済(p.25) 

既に対応済 87 件 

・スポーツについては、学校体育だけではなく、生涯スポーツという観点

からも取組を進めてほしい。 

⇒｢『スポーツ立県ひょうご』の実現｣に記載済(p.28)     など

・家庭の教育力向上のための具体的施策を充実してほしい。 

・兵庫版道徳教育副読本のより柔軟な活用方法を研究してほしい。 

・わくわくオーケストラ教室は小学校で実施してほしい。 

・35 人学級編制を拡充してほしい。 

今後の参考 87 件 

・教職員が一人一人の子どもに寄り添うには、報告書類や出張、会議等の

精選、加配教員の配置等が必要である。            など

・｢培うべき力(p.21)｣の５つの各項目に端的な項目名をつけてはどうか。対応は困難 13 件 
・｢策定の趣旨(p.1)｣の「国の第２期教育振興基本計画を参酌する」は、

よく分からないので、別の用語にすべきではないか。      など

・兵庫の将来像や第１期プランの成果と課題を踏まえた方針が示されて

おり、分かりやすい。 

・「培うべき力」が明確であり、分かりやすい。 

・家庭の責任と役割が明記されたことは大変好ましい。 

その他 31 件 

・基本方針についての基本的認識やその方向性が分かりやすくまとめら

れており、理解できる内容となっている。           など

合 計 249 件  
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第２期「ひょうご教育創造プラン」に係るパブリック・コメントの意見を反映した箇所一覧 
 

 修正箇所 修正前 コメントの主旨 修正後 件数 

資料２ ４ページ 

１．社会情勢の変化 

(1)人口減少社会の到来 

少子化や社会環境の変化の中で、子ども

たちが学校外で｢群れて遊ぶ」機会や幅

広い年齢の人々と触れ合う機会が減少

している。 

カギ括弧は不要では

ないか。 
少子化や社会環境の変化の中で、子ども

たちが学校外で群れて遊ぶ機会や幅広

い年齢の人々と触れ合う機会が減少し

ている。 

１ 

資料２ ５ページ 

１．社会情勢の変化 

(2)価値観の変化 

また、核家族世帯の増加等、家庭環境の

変化に伴い、世代を経て蓄積されてきた

子育ての知識・経験や、高齢者から子ど

もへの世代を超えた人生の知恵の継承

に支障が生じている。このような家庭の

教育力の低下は、食習慣をはじめとした

基本的生活習慣の乱れ、規範意識や学ぶ

意欲、体力・運動能力の低下など、子ど

もたちの育ちにも影響を及ぼしかねな

い。 

核家族世帯が本当に

増加しているデータ

があるのか。 

また、三世代同居世帯の減少等、家庭環

境の変化に伴い、世代を経て蓄積されて

きた子育ての知識・経験や、高齢者から

子どもへの世代を超えた人生の知恵の

継承に支障が生じるなど、家庭の教育力

が低下している。このような状況は、食

習慣をはじめとした基本的生活習慣の

乱れ、規範意識や学ぶ意欲、体力・運動

能力の低下など、子どもたちの育ちにも

影響を及ぼしかねない。 

１ 

資料２ ６ページ 

１．社会情勢の変化 

(5)高度情報化の進展 

ブログ、ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス（ＳＮＳ）、ツイッターな

どの新しいコミュニケーション手段が

出現し、インターネットの情報発信力は

飛躍的に高まっている。 

ツイッターよりも、

問題化している Face

bookやLINEを加える

べき。 

ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス）、プロフィールサイト、

ブログなどの新しいコミュニケーショ

ン手段が出現し、インターネットの情報

発信力は飛躍的に高まっている。 

１ 

資料２ ８ページ 

２．本県教育の成果と課題 

(1)「確かな学力」の確立 

今後は、全国と同水準の現状に甘んずる

ことなく、全国学力･学習状況調査で課

題が見られた知識・技能を活用する力や

「ことばの力」の向上、学習習慣の定着

等を図るための教員の指導力の向上及

び学校全体で取り組む体制の充実に加

え、課題の改善を図るための市町及び学

校への重点的な支援など、さらなる学力

向上に取り組む必要がある。 

学力についてテスト

の点数のみに重点を

置くのではと誤解さ

れないか。 

今後は、全国と同水準の現状に甘んずる

ことなく「確かな学力」の確立をめざし、

全国学力･学習状況調査で課題が見られ

た知識・技能を活用する力や「ことばの

力」の向上、学習習慣の定着等を図るた

めの教員の指導力の向上及び学校全体

で取り組む体制の充実に加え、課題の改

善を図るための市町及び学校への重点

的な支援など、さらなる学力向上に取り

組む必要がある。 

５ 

資料２ ９ページ 

２．本県教育の成果と課題 

(2)「豊かな心」の育成 

今後は、兵庫型「体験教育」や道徳教育

の充実を図り、自尊感情や、思いやり等

を行動にうつす力を育成する必要があ

る。 

｢豊かな心｣を育成す

るのは、兵庫型｢体験

教育｣や道徳の時間

以外にもあるのでは

ないか。 

今後は、兵庫型「体験教育」や学校教育

活動全体を通じた道徳教育、命の大切さ

や共生の心を育む人権教育等の充実を図

ることにより、自尊感情や行動力を育成

する必要がある。 

２ 

通常の学級に在籍するＬＤ、ＡＤＨＤ等

含めた障害のある子どもたちのライフ

サイクルを見通して、持てる力を高め、

生活や学習上の困難を改善又は克服す

るため、一人一人の教育的ニーズを把握

し、きめ細かい適切な教育支援を行って

きた。 

特別な支援が必要な

子どもたちの対象を

明確にすべき。 

特別支援学校及び特別支援学級のみな

らず、通常の学級に在籍するＬＤ、ＡＤ

ＨＤ等の子どもたちを含めた特別な支

援が必要な子どもたちのライフサイク

ルを見通して、持てる力を高め、生活や

学習上の困難を改善又は克服するため、

一人一人の教育的ニーズを把握し、きめ

細かい適切な教育支援を行ってきた。 

１ 資料２ 11 ページ 

２．本県教育の成果と課題 

(5)特別支援教育の充実 

知的障害特別支援学校在籍者の増加に

対応するための特別支援学校の計画的

整備や、高等学校への特別支援学校分教

室の設置、高等学校生徒との交流及び共

同学習を推進した。 

特別支援教育は、

小・中･高等学校から

の視点も必要ではな

いか。 

知的障害特別支援学校在籍者の増加に

対応するための特別支援学校の計画的

整備や、高等学校への特別支援学校分教

室の設置、特別支援学校高等部生徒と高

等学校生徒との交流及び共同学習を推

進した。 

２ 

第
１
部 

教
育
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題 

資料２ 13 ページ 

２．本県教育の成果と課題 

(6)私学教育の振興 

私立幼稚園に対しては、保育の量的拡大

や質の高い保育サービスの提供など幼

保一元化に向けた取組の促進や、子ども

子育て新システムへの移行を見据えた

預かり保育に対する補助を行ってきた。 

制度の名前が変更さ

れているのでそれに

合わせるべき。 

私立幼稚園に対しては、保育の量的拡大

や質の高い保育サービスの提供など幼

保一元化に向けた取組の促進や、子ど

も・子育て支援新制度への移行を見据え

た預かり保育に対する補助を行ってき

た。 

１ 

伝統と文化を尊重し、創造性やチャレン

ジ精神をもって国際社会に貢献できる

人 

「伝統と文化」は「我

が国の伝統と文化」

とすべき。 

我が国の伝統と文化を基盤として、創造

性やチャレンジ精神をもって国際社会

に貢献できる人 

１ 
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資料２ 21 ページ 

２．「めざすべき人間像」と

「培うべき力」 

伝統と文化を尊重し、国やふるさと兵庫

を愛する態度を養うとともに、異なる文

化や価値観を尊重し、国際社会の平和や

発展に貢献する力を培うこと 

｢尊重し｣は「お互い

に理解し」とすべき。 
｢国や」は「我が国や」

とすべき。 

伝統と文化を尊重し、我が国やふるさと

兵庫を愛する態度を養うとともに、異な

る文化や価値観を理解し、国際社会の平

和や発展に貢献する力を培うこと 

３ 
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 修正箇所 修正前 コメントの主旨 修正後 件数 

資料２ 23 ページ 

３．各主体の責任と役割 

(2)学校(教員)等、教育機関 

学校は、単なる知識・技術の伝達にとど

まらず、子どもたちの人格の完成をめざ

した教育を行う。 

学校教育の目標は、 
「人格の完成」を第

一とすべき。 

学校は、子どもたちの人格の完成をめざ 

し、知・徳・体の調和のとれた「生きる

力」を育む教育を行う。 

１ 

資料２ 23 ページ 

３．各主体の責任と役割 

(3)家庭（保護者） 

また、就学後も、家庭での学習が学習習

慣の確立や学習内容の定着に大きな役

割を果たすものであり、子どもたちの各

成長段階において、健全な心身、集団や

社会に適応する規範意識の育成、進路選

択の支援など、保護者は学校と連携した

教育を行う。 

家庭の役割を明確に

した上で家庭教育の

重要性を強調すべ

き。 

また、就学後も、家庭での教育が学習習

慣の確立や学習内容の定着に大きな役

割を果たすものであり、子どもたちの各

成長段階において、健全な心身の育成

や、集団や社会に適応する規範意識の醸

成、進路選択の支援など、保護者は学校

と連携した教育を行う。 

１ 

資料２ 25 ページ 

４．基本方針 

基本方針１ 自立して未来

に挑戦する態度の育成 

このため、英語をはじめとする外国語教

育の充実、国際交流や海外留学の促進等

異文化に直接触れる機会の充実を図る

とともに、郷土の伝統や文化に触れる機

会の充実を図るなど、伝統と文化に関す

る教育を推進する。 

歴史教育に関する記

述が必要ではない

か。 

このため、英語をはじめとする外国語教

育の充実、国際交流や海外留学の促進等

異文化に直接触れる機会の充実を図る

とともに、郷土の歴史や文化に触れる機

会の充実を図るなど、伝統と文化の理解

を深める教育を推進する。 

５ 

資料２ 26 ページ 

４．基本方針 

基本方針２ 「生きる力」

を育む教育の推進 

このため、インクルーシブ教育システム

構築を見据えた障害のある子ども一人

一人の教育的ニーズに対応した「兵庫県

特別支援教育第二次推進計画」（平成 25

年度策定）に基づき、個別の指導計画等

の活用による早期からの一貫した支援、

共に学ぶことで豊かな人間性を育む交

流及び共同学習、特別支援学校における

系統的なキャリア教育による自立と社

会参加の促進等に取り組む。 

「早期からの一貫し

た支援」については、

個別の教育支援計画

も重要ではないか。 

このため、インクルーシブ教育システム

構築を見据えた障害のある子ども一人

一人の教育的ニーズに対応した「兵庫県

特別支援教育第二次推進計画」（平成 25

年度策定）に基づき、個別の教育支援計

画や個別の指導計画等の活用による早

期からの一貫した支援、共に学ぶことで

豊かな人間性を育む交流及び共同学習、

特別支援学校における系統的なキャリ

ア教育による自立と社会参加の促進等

に取り組む。 

２ 

資料２ 27 ページ 

４．基本方針 

基本方針３ 子どもたちの

学びを支える仕組みの確立 

子どもの状況の変化や、保護者や社会か

らの要請が多様化・高度化する中で、学

校の組織力を向上させ、緊急・重大な事

案等に教職員が一丸となって機動的か

つ的確に対応することが重要である。 

開かれた学校づくり

の観点も重要ではな

いか。 

子どもの状況の変化や、保護者や社会か

らの要請が多様化・高度化する中で、学

校の組織力を向上させ、緊急・重大な事

案等に教職員が一丸となって機動的か

つ的確に対応するとともに、地域に信頼

される開かれた学校づくりを進めるこ

とが重要である。 

２ 

県民一人一人がその生涯を通じて、生き

がいを持って、社会教育・生涯学習の場

で様々な学びの機会を得ることや、社会

の一員として必要な学びや自らが生き

る地域の課題を協働して解決していく

ことは、明るく豊かで活力に満ちた社会

の形成に不可欠なものである。 

地域課題の解決に向

けた過程をより明確

にするべき。 

県民一人一人がその生涯を通じて、生き

がいを持って、社会教育・生涯学習の場

で様々な学びの機会を得ることや、社会

の一員として必要な学びに取り組み、自

らが生きる地域の課題を協働して解決し

ていくことは、明るく豊かで活力に満ち

た社会の形成に不可欠なものである。 

１ 
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資料２ 28 ページ 

４．基本方針 

基本方針４ すべての県民

が学ぶ生涯学習社会の形成 

このため、兵庫の歴史・文化資源をいか

した多様な社会教育・生涯学習基盤の整

備を図る。 

芸術にふれる機会も

重要ではないか。 
このため、兵庫の歴史、芸術文化など豊

かな資源をいかした多様な社会教育・生

涯学習基盤の整備を図る。 

１ 

     計 31 

 
 



1 

提出された意見等の概要とこれに対する考え方 

 
案件名：       第２期「ひょうご教育創造プラン(兵庫県教育基本計画)」(素案） 
意見募集期間：    平成２５年１１月１３日(水)～１２月３日(火) 
意見等の提出件数：  ２４９件(１３０人) 
 

項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

「ボランティアや助け合いなど
共生の心を育むとともに、子ど
もたちが『生きる力』を身に付
け」とあるが、「生きる力」の
要素には「豊かな心」があり、
この中には共生の心も含まれて
いるのではないか。(p.1) 

1 【既に対応済み】 
ご指摘のとおり「共生の心」は、「生きる力」の
「豊かな心」に含まれた表現ですが、ここでの文
意は、兵庫県がこれまで大事にしてきた①阪神・
淡路大震災からの教訓を踏まえた共生の心の育成
を強調するため、このような記述にしています。
（p.1） 

前文 
策定の趣旨 

「参酌」とあるが、一般的に使
用頻度が極めて少ない言葉であ
り、「踏まえ」とした方がよい
のではないか(p.1) 

1 【対応は困難】 
教育基本法第１７条第２項「地方公共団体は、前
項の計画(国の教育振興基本計画)を参酌し、その
地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教
育の振興のための施策に関する基本的な計画を定
めるよう努めなければならない」の文言を踏まえ
ています。（p.1、2） 

本県の将来的な人口減少等の社
会情勢の変化は、県民が安定し
た生活を送っていく上で極めて
憂慮すべき課題である。このこ
とは広く県民に周知すべきであ
る。 

1 【今後の取組の参考】 
本計画策定後は、県ウェブサイトや広報誌等を通
じ、広く計画の周知を図ることとしています。 

「子どもたちが学校外で『群れ
て遊ぶ』機会や」とあるが、「群
れ遊び」としたほうがよい。
(p.4) 

1 【ご意見を反映】 
一般的な言葉として「子どもたちが学校外で群れ
て遊ぶ機会」と修正しました。（p.4） 

高等学校のふるさと貢献活動を
通して、｢ふるさと意識｣が醸成
されると思う。 

1 【既に対応済み】 
「高校生ふるさと貢献活動事業」も含め、子ども
たちの発達の段階に応じた体系的な兵庫型「体験
教育」を推進し、地域の人々等とのかかわりを通
した「絆に気付き、感謝する体験」、「ふるさと
意識の醸成を図る体験」等に、県民の参画と協働
のもと取り組むこととしています。（p.25） 

人口減少社会、児童数・生徒数
の減少に対応した兵庫の教育の
方向性について言及されていな
い。(p.3) 

1 【既に対応済み】 
第１部「社会情勢の変化」において、「地域の活
力を維持・向上させるため、ふるさと兵庫の発展
を支える「ふるさと意識」を醸成するとともに、
地域の課題解決の担い手として、活力ある元気な
兵庫づくりに積極的に挑戦する人づくりが課題」
ということについて記載しています。（p.4） 

第１部 
教育をめぐ
る現状と課
題 
１ 社会情
勢の変化 

核家族世帯の増加の実感はなく
データも示されていない。また、

1 【ご意見を反映】 
ご意見を踏まえ、「三世代同居世帯の減少等、家



2 

項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

 家庭の教育力低下の原因は、長
時間労働、経済至上主義、家庭
を犠牲にしても物質的な豊かさ
を求める風潮等にあるのではな
いか。 

庭環境の変化に伴い、世代を経て蓄積されてきた
子育ての知識・経験や、高齢者から子どもへの世
代を超えた人生の知恵の継承に支障が生じるな
ど、家庭の教育力が低下している。」と修正しま
した。 

第１部 
教育をめぐ
る現状と課
題 
１ 社会情
勢の変化 
（続き） 

正規雇用率が低いこと、離職率
が高いこと、起業者が増加して
いることが、子どもの意欲や辛
抱の不足など、学校教育に責任
があるような分析は一面的では
ないか。 

1 【既に対応済み】 
第１部「１社会情勢の変化」においては、社会情
勢の変化・動向を踏まえ、今後、子どもたちに身
に付けていくべき力や教育分野において取り組む
べき方向性の考察を行っています。これらの社会
情勢の変化等を踏まえた教育分野以外での対応に
ついては、県の各種計画の中で対応策等を記載し
ています。 

 兵庫県は、農村部から都市部ま
で多様な地域で構成されてお
り、地域の風土や産業の理解に
基づいた起業家精神の育成とキ
ャリア教育が必要である。 

1 【既に対応済み】 
キャリア教育については、「社会的自立に向けた
キャリア形成」に記載しています。なお、起業家
精神については、発達の段階に応じたキャリア教
育や兵庫型「体験教育」等において必要な能力や
態度を育成していく中で培われるものと認識して
います。(p24･25) 

 スマートフォンについて、教員
の知識・理解が遅れ、指導が後
手に回っていることや、生徒た
ちに適切な情報活用能力を身に
付けさせる教育について記載す
る必要がある。 

1 【既に対応済み】 
第１部「社会情勢の変化」において、教員も含め
た「大人がネットワーク社会を正しく理解し、子
どもたちに適切な情報活用能力を身につけさせる
こと」について記載しています。（p.6、7） 

 ツイッターはもはや新しいもの
ではなく「facebook、LINE」を
加えてほしい。また、「大人も
子どももネットワーク社会を正
しく理解し、」として、子ども
達にも理解させる必要がある。
(p.6) 

1 【ご意見を反映】 
ご意見を踏まえ、「SNS（ソーシャル・ネットワー
キング・サービス）、プロフィールサイト、ブロ
グ」と修正しました。なお、facebook、LINE は SNS
に含まれます。なお、第１部「社会情勢の変化」
において、教員も含めた「大人がネットワーク社
会を正しく理解し、子どもたちに適切な情報活用
能力を身につけさせること」について記載してい
ます。（p.6、7） 

 食糧生産性の向上及び持続可能
な環境適合型社会の実現のため
にも、小・中・高等学校を通じ
た農業教育の充実が必要であ
る。 

1 【今後の取組の参考】 
小・中学校では、農業に関する体験活動を通じ、
児童生徒の農業に関する興味・関心の向上を図っ
ています。また、中学校の技術・家庭科において、
植物の栽培や動物の飼育に関する実習を行ってい
ます。高等学校では、農業科を置く高校 10 校にお
いて、農業に関する技能に加え、農業経営を重視
した農業教育に総合的に取り組み、兵庫の農業を
支える人材育成に努めています。 

 「絶滅の恐れがある動植物が増
加」を「絶滅の恐れがある動植

1 【対応は困難】 
ご意見の箇所については、絶滅危惧種の増加の意



3 

項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

物の種数が増加」とするべきで
ある。(p.7) 

味であり、21 世紀兵庫県長期ビジョン（H23.12 策
定）においても同様の表現としています。 

第１部 
教育をめぐ
る現状と課
題 
２ 本県教
育の成果と
課題 

確かな学力の評価にあたって
は、全国学力・学習状況調査の
結果を利用するのではなく、県
民や学校現場、保護者が納得で
きるような評価尺度を用いるこ
とを希望する。 

1 【今後の取組の参考】 
本計画の進捗状況の把握･評価については、毎年度
策定する実施計画において、具体的指標を盛り込
むこととしております。「確かな学力」について
は、全国学力･学習状況調査における教科等に関す
る状況だけでなく、児童生徒の学習や生活に関す
る意識調査や学校における指導体制等の状況に関
する調査から成っており、本県の実態等を踏まえ
た指標の設定を行いたいと考えています。（p.8）

 全国学力・学習状況調査におけ
る、平均正答率及び家庭での学
習状況が全国平均を下回ってい
ることは重視しなければならな
い。学習活動に専念できるよう
学校行事や部活動等の実施方法
を考えても良いのではないか。

1 【今後の取組の参考】 
全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた課題へ
の対応については、有識者からなる検討委員会に
よる分析を踏まえ、学力向上対策を講じていると
ころです。ご意見については、今後の取組の参考
とします。 

 「確かな学力」を保障するため
には、教職員のやる気を大切に
しつつ、学びを支える学校体制
の充実が必要である。現場では、
多忙化のために子どもの学力を
向上させるための工夫を行いに
くくなっている。各学校での学
力向上の工夫改善の必要性と、
そのための環境整備について具
体的な施策の提言を望む。 

1 【今後の取組の参考】 
教職員の増員や事業に関する予算の確保または増
額については、本計画の具体的施策の推進にあた
り、行財政構造改革との整合性を図りつつ、選択
と集中による施策の効率化を図りながら、必要な
予算の確保に努めます。 
また、市町の責任で行う市町立学校等の人的配置
や施設等の充実についても、県として指導助言を
行い、対応していきます。 

 

 

小学校 4年生までの 35人学級編
制や「兵庫型教科担任制」の教
育効果は一定認められると感じ
ている。小学校高学年や中学校
でのよりきめ細やかな学習指導
をますます促進していくために
も、高学年以上での 35 人以下学
級は今後の方向性としてあげら
れると思う。 

2 【今後の取組の参考】 
本県では、「新学習システム」による小学校１～
４年において 35 人学級編制を推進するとともに、
小学校５・６年生において教科担任制と小人数学
集集団の編成を組み合わせた「兵庫型教科担任制」
を全県実施、中学校における少人数学習集団の編
成を推進しています。35人学級編制のさらなる拡
充については、これに伴う国の定数改善等の措置
が必要になると考えています。 

 「新学習システム」と「兵庫型
教科担任制」は「確かな学力」
の確立において、大変効果があ
ったが、加配の運用に関する規
制のため、柔軟な教育活動がで
きないことが問題点である。
(p.8) 

1 

 兵庫型教科担任制は、当初は混
乱が見られたが現場の意見を取
り入れて改善されている。今後

1 

【今後の取組の参考】 
「新学習システム」による小学校１～４年におけ
る 35 人学級編制や小学校５・６年生における「兵
庫型教科担任制」等については、個に応じたきめ
細かな指導、教員の専門性や授業力の向上、組織
的な生徒指導、中学校への円滑な接続などの成果
が見られます。ご指摘の点については、事業実施
にあたっての今後の参考とします。（p.8） 
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は小規模校にも多くの課題があ
ることを踏まえ多様な活用を模
索するべきである。(p.8) 

第１部 
教育をめぐ
る現状と課
題 
２ 本県教
育の成果と
課題（続き） 

兵庫型教科担任制には「授業の
組み替えが困難である」、「教
員の専門性に偏りが生じる」等
の課題がある。各学校の実態に
即した「兵庫型教科担任制」の
実施を求める。 

1 

 

 全国学力・学習状況調査の結果
をもって、学力が高い・低いと
いう論点は、乱暴であり、今後
の方向性で示されている「全国
と同水準の現状…」というよう
な標記は、点数重視の誤解をう
まないか心配である。(p.8) 

1 

 「学力」の定義について、本県
の実態に応じ、今後どのような
社会を構築しようとするのかを
明確に検討した上で、県の行政
の重要事項として再構築すべき
である。 
単に教え込まれた知識・情報の
量を推し量る「全国学力・学習
状況調査」の結果に一喜一憂す
ることなく、本県の子どもをど
のように育てるのかというビジ
ョンをしっかりとこのプランに
書き込んでほしい。 

1 

 昨今、学力について、テストの
点数のみに重点を置かれる風潮
があるが、兵庫県の教育はスケ
ールの大きい視野をもち、点数
だけでない豊かな教育を求め続
ける姿勢を貫いてほしい。未来
を担う子どもたちには、目先の
点数を追う教育ではなく、夢と
可能性に展望をもてる教育の中
で育ってほしい。 

2 

 全国学力・学習状況調査の結果
のについては、単に教科に関す
る調査（正答率や無回答率など
の数字）のみを見るのではなく、
生活習慣に関する調査の結果と
の関連も見た上で、生活習慣の
改善も含めた、各学校での学力
向上の工夫を柔軟に行えるよう
支援してほしい。 

1 

【ご意見を反映】 
「確かな学力」の三要素である①基礎的・基本的
な知識・技能と②それを活用する思考力・判断力・
表現力、③主体的に学習に取り組む意欲・態度な
どを身に付けさせることが重要であり、子どもた
ちの到達状況を測る一つのツールとしての全国学
力・学習状況調査で課題の見られた「知識・技能
を活用する力」「学習習慣」の育成等に取り組む
必要があると考えています。ご指摘のような誤解
が生じないよう、「全国と同水準の現状に甘んじ
ることなく『確かな学力』の確立をめざし」と修
正しました。（p.8） 

 中学校１年生のわくわくオーケ
ストラ教室は、早い段階で本物

1 【今後の取組の参考】 
現在、全ての公立中学校１年生を対象に本物の芸
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の芸術に出会えるように、小学
校で行った方がよい。(p.9、25)

術体験を提供する「わくわくオーケストラ教室」
を実施しています。この時期は、子どもたちが独
自の内面の世界に気づく多感な時期であり、芸術
的な表現に触れ、共感することにより、生涯にわ
たって芸術を愛する心が養われていくため、この
時期に本物の芸術にふれさせる意義は大きいと考
えています。「本物に出会う感動体験」を通じて、
子どもたちに豊かな心を育むことができるよう、
事前事後の指導を含めて進めています。（p.9） 

第１部 
教育をめぐ
る現状と課
題 
２ 本県教
育の成果と
課題（続き） 

教育格差の解消、全ての子ども
に学習権が保障される状況を人
権教育の創造と一体となって創
り出していくことが不可欠であ
り、世界に遅れることのない、
兵庫の人権教育を進めてほし
い。 

1 【既に対応済み】 
「『豊かな心』の育成」において、「生命の尊厳
を基盤に自他に対する肯定的な態度と共生社会の
実現に取り組む実践力を育成する人権教育に取り
組む」ことについて記載しています。（p.26） 

 「自然学校」「わくわくオーケ
ストラ教室」「トライやるウィ
ーク」などの体験活動は、大変
意義あるものだが、実施にあた
っては、学校現場の要望を尊重
すべきである。(p.9、25) 

1 【今後の取組の参考】 
兵庫型「体験教育」における具体的施策の推進に
あたっての参考とさせていただきます。（p.24）

 「人々は物質的な豊かさより心
の豊かさを求めている」という
実態を考えると、本県における
自然学校をはじめとする体験活
動は大変意義のあることだと思
う。今後もさらに充実させた施
策を願っている。(p.9、25) 

1 【既に対応済み】 
これまで、兵庫型「体験教育」において、子ども
たちが豊かな人間性や社会性を身に付けるための
取組を進めてきました。本計画においても、「兵
庫型『体験教育』の推進」を掲げ、子どもたちの
発達の段階に応じた体系的な兵庫型「体験教育」
を県民の参画と協働のもと推進することとしてい
ます。（p.24） 

 兵庫型「体験教育」は他府県に
誇れるものであるが、他にも発
展的な取組を増やしていくこと
で他府県よりも先行した特色と
なると考える。(p.9、25) 

1 【今後の取組の参考】 
本プランは４つの基本方針から成っており、特に
基本方針１「自立して未来に挑戦する態度の育成」
を重要課題として「社会的自立に向けたキャリア
形成の支援」「兵庫型『体験教育』の推進」「グ
ローバル化に対応した教育の推進」に取り組むこ
ととしており、これらの施策を中心に、今後発展
的に取り組んでいく取組を検討していきたいと考
えています。（p.24） 

 ４泊５日の自然学校は長すぎ
る。保護者の不安に配慮して短
縮してほしい。(p.9、25) 

1 【今後の取組の参考】 
自然学校については、昭和 63 年度以来、心身とも
に調和のとれた健全な育成をめざして、全公立小
学校５年生を対象に４泊５日以上の日程で自然の
中での集団宿泊活動を実施しています。この期間
は子どもたちの自主性を尊重し、余裕あるスケジ
ュールで豊かな自然を体験させることを考慮して
おり、連続したまとまりある活動期間が、子ども
たちの成長に大きく寄与しています。さらに、９
割以上の保護者から「自然学校を体験させて良か
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った」「再度自然学校のような体験をさせたい」
と肯定的な回答をいただいており、自然の中での
長期の集団宿泊活動の経験が、子どもたちの自立
心や人間関係を育む体験となっていることが評価
されています。引き続き、児童の安全に配慮しな
がら、自然学校の取組を進めていきたいと考えて
おります。ご意見については今後の取組の参考と
します。（p.9） 

第１部 
教育をめぐ
る現状と課
題 
２ 本県教
育の成果と
課題（続き） 

道徳については、画一的なもの
の見方、考え方を押しつけるよ
うな取組ではなく、さまざまな
感じ方、考え方を大切にできる
ようにすべきであると思う。自
分と他者との関わりの中でさま
ざまな課題を克服していくよう
な体験活動を通じて、自尊感情
や思いやりを育めるような支援
を望む。 

1 【今後の取組の参考】 
ご意見の通り、道徳教育については、子どもたち
が自己の生き方についての考え方を深め、兵庫型
「体験教育」等の豊かな体験を通して子どもたち
の内面に根ざした道徳性を育成する必要がありま
す。ご指摘の自尊感情や思いやりを行動にうつす
力については、第 1期プランの検証においても課
題と認識しており、今後これらの力を育む具体的
取組を検討していきたいと考えています。 

 トライやる・ウィークについて、
地域の商業施設環境に合わせ、
実施期間を柔軟に変更できるよ
う改善が必要である。受入事業
主の負担は大きいので、県が商
工会等を通して、事業主に事業
の理解と協力を求める必要があ
る。 

1 【今後の取組の参考】 
トライやる・ウィークについては、県商工会議所
連合会や県商店連合会、県経営者協会など 51 団体
で構成する全県推進協議会を設置するとともに、
中学校単位でも企業・事業所、地域住民等からな
る校区推進委員会において、その推進を図ってい
ます。ご意見については、トライやる・ウィーク
の今後の取組の参考とします。 

 兵庫県では、全国に先駆けて「ト
ライやる・ウィーク」などに取
り組み、その効果として日本を
担う人材が活躍している。自分
の夢に挑戦し色々な異業種の仕
事を吸収し、「面白い人」「起
業」にチャレンジする大志を、
教育する人も学ぶ人も連携し合
って研究を重ね、世のため人の
ために役立つ「学問」へと「ト
ライやる」しよう。 

1 【今後の取組の参考】 
今後の兵庫の教育について検討していく際の参考
とします。 

 「兵庫版道徳教育副読本」は読
み物資料として大変価値が高い
ものであるが、道徳の授業で活
用するのにはやや難しい。指導
案等の提示もあるが、「いいお
話」で終わってしまう傾向にあ
り、より柔軟な活用の提案を望
む。(p.9) 

1 【今後の取組の参考】 
「兵庫版道徳教育副読本」の活用については、ご
意見にもあるとおり、指導案の提示をはじめ平成
23年度「兵庫県道徳教育推進協議会」提言「『深
まり』と『つながり』のある道徳教育」や指導資
料「副読本の効果的な実践のために」により様々
な活用実践事例を紹介し、現場での有効な活用を
進められるよう努めています。各学校や児童生徒
の実態に応じて、多様な活用方法が取り入れられ
るよう、引き続き情報収集に努めます。 

 東日本大震災被災地でのボラン 1 【既に対応済み】 



7 

項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

ティア活動は、他者への思いや
りを育成することにつながるた
め、「豊かな心」の育成にはボ
ランティア精神の育成も必要で
ある。 

本県では、これまで、阪神・淡路大震災の教訓を
踏まえ、助け合いやボランティア精神など共生の
心を育む兵庫の防災教育を推進しています。本計
画においても「『豊かな心』の育成」において防
災教育を位置付け、取り組むこととしています。
（p.14、25） 

第１部 
教育をめぐ
る現状と課
題 
２ 本県教
育の成果と
課題（続き） 

兵庫型「体験教育」や「地域の
教育力向上」は教育上効果が高
いが、教職員の負担にも配慮す
べきであり、加配教員の増員等
を進めてほしい。(p.9、25) 

1 【今後の取組の参考】 
教職員の増員や事業に関する予算の確保または増
額については、本計画の具体的施策の推進にあた
り、行財政構造改革との整合性を図りつつ、選択
と集中による施策の効率化を図りながら、必要な
予算の確保に努めます。 
また、市町の責任で行う市町立学校等の人的配置
や施設等の充実についても、県として指導助言を
行い、対応していきます。 

 家庭での食育の観点から、中学
校は給食ではなく弁当の方がよ
いと思う。食育は親が子どもの
栄養面などに関心を持ち、実行
することである。給食を推進す
る人達は「お弁当は面倒」とい
う本心を隠し、「給食の方が栄
養面で安心でき、学力向上につ
ながる」といいように言ってい
るだけだと思う。 

1 【今後の取組の参考】 
中学校給食については、学校給食法で学校設置者
が実施するものと定められており、設置者である
市町教育委員会が保護者の意向や地域の実情、教
育的効果等を総合的に判断の上決定し実施してい
ます。県教育委員会としては、食育の推進や保護
者の意向、地域の実情等を十分に踏まえ学校給食
の実施方法を検討するよう市町教育委員会に助言
をしています。 

 食育については、家庭の力が大
きいため、家庭を巻き込むこと
について盛り込んだ方がよい。

1 【既に対応済み】 
第１部「２本県教育の成果と課題」「(3)健やかな
体の育成」において、「学校・家庭・地域の連携
体制の構築に加え、学校教育活動全体を通じた効
果的な食育実践に取り組む」ことについて記載し
ています。（p.10） 

 スポーツ活動について、学校現
場だけなく地域での取組や、生
涯スポーツという観点からも進
めてほしい。 

1 【既に対応済み】 
すべての県民がスポーツを通じて楽しさや感動を
分かち合う生涯スポーツの取組については、「『ス
ポーツ立県ひょうご』の実現」として記載してい
ます。（p.28） 

 

 

「また、高等学校教育の多様化
は、結果として、生徒が高等学
校の学習で何をどの程度習得し
たのかを見えにくくしていると
いう指摘もある。」という課題
は不要ではないか(p.11) 

1 【対応は困難】 
ご指摘の箇所については、中央教育審議会高校教
育部会審議経過報告（平成 25 年１月）において指
摘されており、これを踏まえた記載としています。
（p.11） 

 「県立高等学校教育改革第二次
実施計画」が終わった後、「第
三次実施計画」は策定するのか。

1 

 高等学校教育の多様化は、生徒 1 

【今後の取組の参考】 
県立高等学校における今後の方向性については、
有識者で構成する「県立高等学校長期構想検討委
員会」における報告を踏まえ、県教育委員会にお
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

の学びに対する選択の幅を広
げ、視野を広げる機会となって
いる一方で、本来の基礎・基本
がなおざりにされかねない状況
である。また、勤務の適正化の
観点から、決められた週時数の
中で、これ以上の時間枠を増加
することは、難しくなっている。
これらの課題の改善や環境整備
が必要である。 

いて検討することとしています。 

第１部 
教育をめぐ
る現状と課
題 
２ 本県教
育の成果と
課題（続き） 

特別支援教育の項目には病弱児
童に関する記載がない。病気の
子供へは、病弱児教育を勉強さ
れた先生の配置を希望する。関
係者等との連携を確保するた
め、コーディネーターの配置が
必要である。(p.11、26) 

1 【今後の取組の参考】 
第１部「２本県教育の成果と課題」「(5)特別支援
教育の充実」及び第２部基本方針２「特別支援教
育の充実」において、特別な支援が必要な子ども
たちについて、ご指摘の病弱児童も含めて記載し
ています。具体的な方策については、今後策定す
る実施計画等に盛り込みたいと考えております。
また、市町の責任で行う市町立学校等の人的配置
等についても、県として指導助言を行い、対応し
ていきます。(p.11、12、26） 

 「特別支援教育の充実」が特別
支援学校からの視点で記述され
ているが、小・中・高等学校か
らの視点も必要である。 

1 

 全日制高等学校における特別支
援教育を進める必要がある。 

1 

【ご意見を反映】 
ご意見を踏まえ、「特別支援学校高等部生徒と高
等学校生徒との交流及び共同学習」と修正しまし
た。なお、「特別支援教育の充実」については、
小・中・高等学校における特別支援学校も対象と
しています。（p.11、12） 

 

 

 

 

 

 

児童生徒数が減少する中で、特
別支援学校の肥大化、特別支援
学級在籍児童生徒数の増加の現
状がある。どうして在籍者が増
加しているのかという根本的な
問題点の改善が必要である。障
害者基本法、障害者差別解消法
等の法整備を踏まえた、インク
ルーシブ教育への方向性を示す
べきである。特別な支援を必要
とする子どもたちが地域の通常
学級で合理的配慮を受けなが
ら、ともに学ぶことができる特
別支援教育が必要である。 

6 【今後の取組の参考】 
現在、国において、障害のある子どもたちの自立
と社会参加を見据え、教育的ニーズに最も的確に
応える指導を提供できるインクルーシブ教育シス
テムの構築に向けた検討が進められています。県
においてもその構築を見据えた障害のある子ども
一人一人の教育的ニーズに対応した「兵庫県特別
支援教育第二次推進計画」を本年度中に策定する
こととしています。(p.11、12） 

 

 

特別支援教育センターの研修の
充実や専門知識を有するコーデ
ィネーターの育成を進める必要
がある。 

2 【既に対応済み】 
第１部「２本県教育の成果と課題」「(5)特別支援
教育の充実」に、特別支援教育センター等におい
て行う「コーディネーターの養成等教員の専門性
の向上」等について記載しています。(p.11) 

 特別支援学校は、地域の小・中
学校との連携をさらに強めると
ともに専門性を高め、センター
的役割を果たす必要がある。 

1 【既に対応済み】 
第１部「２本県教育の成果と課題」「(5)特別支援
教育の充実」に「特別支援教育に関する相談･情報
提供や小･中学校等教育への支援等を行う特別支
援学校のセンター的機能の充実」について記載し
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

ています。(p.11) 

第１部 
教育をめぐ
る現状と課
題 
２ 本県教
育の成果と
課題（続き） 

特別な支援が必要な児童生徒の
指導に関して、スクールカウン
セラーに加え、学校医に心療内
科等の医師を加えるなどの環境
づくりが望まれる。 

1 【今後の取組の参考】 
教職員の増員や事業に関する予算の確保または増
額については、本計画の具体的施策の推進にあた
り、行財政構造改革との整合性を図りつつ、選択
と集中による施策の効率化を図りながら、必要な
予算の確保に努めます。 
また、市町の責任で行う市町立学校等の人的配置
や施設等の充実についても、県として指導助言を
行い、対応していきます。 

 特別支援学級だけではなく、普
通学級にも特別な指導が必要な
子どもが急増している。「一人
一人のニーズに応じた」という
言葉を基本方針に盛り込んでも
らいたい。 

1 【既に対応済み】 
基本方針「特別支援教育の充実」において「一人
一人の教育的ニーズに対応した」としています。
（p.26） 

 「子ども子育て新システム」は
「子ども・子育て支援新制度」
とするべき。(p.12) 

1 【ご意見を反映】 
ご指摘のとおり、「子ども・子育て支援新制度」
と修正しました。（p.12、13） 

 2 

 

阪神・淡路大震災を経験した本
県が、生徒のボランティア精神
と主体性を持ち自らの命を守り
抜く防災教育等において全国に
貢献していくことを盛り込んで
はどうか。(P.20) 

  

【既に対応済み】 
第１部「２本県教育の成果と課題」「(8)防災教育
の推進」に、兵庫の防災教育を推進する中で、東
日本大震災の被災地への継続的な支援に取り組む
とともに、被災地支援を通じて得られる経験を今
後の兵庫の防災教育にいかすこととしています。
（p.14） 

 2 

 

防災教育の推進に係る今後の方
向性についての記述は、基本理
念が明確にされ、具体的な方策
が記載されている。特に、すべ
ての小学校区で地域と連携した
防災訓練等の実施や各学校の防
災マニュアルに基づく、より実
効ある取組が大切である。
(P.14) 

  

【既に対応済み】 
第１部「２本県教育の成果と課題」「(8)防災教育
の推進」に、防災教育の充実に向け、「副読本を
活用した防災教育の充実を図るとともに、全ての
小学校区で地域と連携した防災訓練の実施等、子
どもの命を守る防災体制を強化する」ことについ
て記載しています。（p.14） 

 台風、竜巻、集中豪雨などさま
ざまな自然災害により毎年のよ
うに被害が発生して「東南海・
南海地震等の災害」を「東南海・
南海地震やさまざまな自然災
害」とするべきである。(p14) 

1 【既に対応済み】 
第１部「２本県教育の成果と課題」「(8)防災教育
の推進」に、「東日本大震災や近年の災害の状況
等も踏まえ、地震・津波や風水害など、様々な自
然災害から自らの生命を守るために必要な能力や
態度を身に付ける」と記載しています。（p.14）

 いじめ・不登校への対応につい
ては、専門家との連携も深まり
一定の成果がみられる。外部の
専門家との連携に関するマニュ
アルの再整備や、専門知識を有

1 【今後の取組の参考】 
いじめ・不登校等への対応について、スクールカ
ウンセラーの配置やカウンセリング・マインド研
修等による教職員の対応能力向上、相談窓口の充
実等に取り組んでいます。ご意見については、今
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

する教員の育成も必要である。
(p.15) 

後の取組の参考。 

第１部 
教育をめぐ
る現状と課
題 
２ 本県教
育の成果と
課題（続き） 

困難や課題を乗り越え、たくま
しく生きる力の育成が課題であ
る。 

1 【既に対応済み】 
自ら課題を見つけ、その解決策を考え、実行して、
その責任をとることができる自立した人間とし
て、様々な困難に直面しても状況を主体的かつ的
確に判断し行動する力を身に付け、たくましく生
き抜いていけるよう、子どもたちの教育を進めて
いくこととしています。（p.20、24） 

 不登校の生徒や発達障害の生徒
等について、教職員の理解や組
織の整備、関係機関との連携等
は進んできたが、様々な関係機
関とのコーディネートを行い、
直接家庭と話ができる家庭ケア
マネージャー（ソーシャルワー
カー）といった相談役が必要で
ある。(p.15) 

1 【今後の取組の参考】 
いじめや児童虐待等について福祉等関係機関との
連絡調整等を行うスクールソーシャルワーカーを
教育事務所に配置しています。ご意見については、
今後の取組の参考とします。（p.15） 

 P16 の３行目「若年者の自殺予防
対策を講ずる」とあるが、具体
的に「～など」といった例示が
欲しい。 

1 【今後の取組の参考】 
若年者の自殺予防対策については、毎年度策定す
る具体的施策を盛り込んだ実施計画に盛り込むこ
ととしております。 

 現場の教職員の多忙化は改善さ
れていない。実態に即した「教
職員の勤務時間適正化プラン」
としてほしい。(p.17) 

1 

 

 

教職員の勤務時間適正化新対策
プランにより、教職員の時間の
使い方に対する意識が高まっ
た。しかし、多くの教職員は仕
事を持ち帰り、自宅でしている
ことが多く、事務処理や会議、
出張に追われ、それが出来ない
ことにストレスを抱えている。
子どもたちの目の前に立つ教職
員の心にゆとりを持たせるた
め、報告文書や提出書類、アン
ケートの処理、出張や研究会へ
の責任参加、地域や関係団体及
び加配教員との打ち合わせ、会
議等の精選が必要である。
(p.17) 

2 

 勤務時間の適正化は大切ではあ
るが、多くの時間を子どもと過
ごす教員にとって、勤務時間を
超過するのはある程度やむを得
ない。多忙であっても多忙感の
ない学校を目指したい。 

1 

【今後の取組の参考】 
平成 25年２月策定の「教職員の勤務時間適正化新
対策プラン」に基づく校務・業務の効率化・ＩＴ
化や勤務環境の整備など、全ての学校での業務改
善を促進しているところですが、ご意見のような
課題に対しては、引き続き状況を把握して改善に
努めます。（p.17） 
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

 週休日等の部活動は、行政側で
ある程度の規制はできないか。

1  

第１部 
教育をめぐ
る現状と課
題 
２ 本県教
育の成果と
課題（続き） 

教職員の採用にあたっては、臨
時採用期間や勤務経験、実績を
重視してほしい。(p.17) 

1 【今後の取組の参考】 
退職者が増加する状況にあって、経験豊かで優秀
な教員を確保していく必要があり、教員採用選考
試験の実施に当たっては、地方公務員法に基づく
平等取り扱いの原則を踏まえながら、客観的かつ
合理的に試験免除等の取り扱いを行っています。
臨時講師経験者については、１次試験免除の要件
の１つに、１年以上の臨時講師経験者はその経歴
を勘案し、１次試験合格後３年間にわたり第１次
筆答試験を免除することとしています。さらに、
受験者の特性・意欲を生かした選考」に、「過去
５年以内に臨時講師として３年以上の勤務経験を
有する者を追加し、選考に際して参考としていま
す。 

 

 

 

ベテラン教員の各学校への適正
な配置、若手や中堅、ベテラン
のバランスの取れた年齢構成、
ミドルリーダーである中堅教員
の養成が求められる。 

3 【今後の取組の参考】 
教職員の増員や事業に関する予算の確保または増
額については、本計画の具体的施策の推進にあた
り、行財政構造改革との整合性を図りつつ、選択
と集中による施策の効率化を図りながら、必要な
予算の確保に努めます。 
また、市町の責任で行う市町立学校等の人的配置
や施設等の充実についても、県として指導助言を
行い、対応していきます。 

 「優秀な管理職づくり・優秀な
教員づくり・優秀な人材の採用
などが必要で、そのための研修
を今後、校内外でダイナミック
に展開する。」など、的確に表
現してほしい。 

1 【既に対応済み】 
学校の組織力及び教職員の資質能力の向上におい
て、「優秀な管理職の養成」「学校運営・教育活
動の中核的役割を担う主幹教諭の登用」「優秀な
教職員の確保」「教員の専門性の向上」について
記載しています。（p.17） 

 「管理職のリーダーシップのも
と、全教職員によりシステムを
考え、１つのビジョンのもとに
ベクトルをそろえて、組織的か
つ機動的に対応する体制を確立
する。」と修正すべきである。

1 【既に対応済み】 
「教職員の協働体制」については、全ての教職員
を対象としており、第 1部「２本県教育の成果と
課題」「(11)学校の組織力及び教職員の資質能力
の向上」において、「教職員全員が協働したここ
ろの通い合う学校運営等」と記載しています。
（p.17、27） 

 

 

・現場では主幹教諭の位置づけ
が不明確な場合が多いので、そ
の立場をより明確にすることで
管理職のリーダーシップもより
発揮しやすくなる。 
 
・優秀な人材の管理職や指導主
事への登用や女性管理職等女性
のリーダー養成が必要ではない
か。 

2 【今後の取組の参考】 
学校運営・教育活動の中核的役割を担う職として
の主幹教諭の配置や管理職の養成研修等を進めて
います。ご意見については、毎年度作成する具体
的施策等を盛り込んだ実施計画を検討する中での
参考とします。（p.17） 
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

 「指導の強化等」は「事後指導
の強化、処分の強化」とするべ
きである。(p.17) 

1 【既に対応済み】 
指導については、事後指導を指しており、ご意見
と同趣旨であると考える。 

第１部 
教育をめぐ
る現状と課
題 
２ 本県教
育の成果と
課題（続き） 

「魅力ある展覧会の開催」だけ
でなく、「魅力ある展覧会・企
画展の開催、常設展示の充実」
とすべきである。(p.18) 

1 【既に対応済み】 
「展覧会」には、特別展や企画展、常設展示等を
含めています。 

第２部 
ひょうごの
教育のめざ
す姿 
１ 基本理
念 

基本理念の中に、「絆」という
言葉を用いるべきである。
(P.20、21) 

1 【既に対応済み】 
基本理念の副題を「学び、育て、支えるひょうご
の教育」としており、保護者や教職員、地域住民
等、すべての県民が子どもたちを育て、すべての
県民が子どもたちの学びや成長を支えることは、
ご意見と同趣旨であると考えます。 

第２部 
ひょうごの
教育のめざ
す姿 
２ 「めざす
べき人間像」
と「培うべき
力」 

「めざすべき人間像」が４つか
ら３つにまとめられたのは良
い。「培うべき力」は、いくつ
かの力が５項目にまとめられた
ため、長くなりすぎている。項
目が増えても簡潔な表現が良
い。(p.19) 

1 【対応は困難】 
教育基本法第二条（教育の目標）を踏まえ、教育
基本法社会情勢の変化や本県教育の成果と課題等
本県の実情を勘案し、本県教育において「培うべ
き力」を定めています。第１期プランの「培うべ
き力」４項目を本計画では再整理し、５項目とし
ています。（p.21） 

 「伝統と文化を尊重し、創造性
やチャレンジ精神をもって国際
社会に貢献できる人」は「わが
国の伝統と文化を基盤として、
創造性やチャレンジ精神を持っ
て国際社会を生きる人」とすべ
きである。(p.21) 

1 【ご意見を反映】 
教育基本法の法文上の使い分けを参考に、機関と
しての「国」と区別を明確にするため、ご意見を
踏まえ、「我が国の伝統と文化を基盤として」と
修正しました。なお、「国際社会を生きる人」に
ついては、「めざすべき人間像」としてより具体
的で分かりやすい表現とするため、「貢献」とい
う表現を用い「国際社会に貢献できる人」として
います。（p.21） 

 「真理を求める態度を養い」を
「真を求め、善を行う態度を養
い」としてはどうか。（３ｐ）

1 【対応は困難】 
教育基本法第二条の「幅広い知識と教養を身に付
け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳
心を培うとともに、健やかな体を養うこと」を踏
まえています。（p.21） 

 「ふるさと兵庫の発展」を「ふ
るさと兵庫並びに日本全体の発
展」としてほしい。 

1 【既に対応済み】 
地域の活力を維持・向上させるため、ふるさと兵
庫の発展を支える「ふるさと意識」を醸成すると
ともに、地域の課題解決の担い手として、活力あ
る元気な兵庫づくりに積極的に挑戦する人づくり
が課題と考えており、焦点を明らかにするため、
「ふるさと兵庫の発展」としています。なお、「め
ざすべき人間像」では「明日の兵庫を切り拓き、
日本の未来を担う人」と表現しています。 
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第２部 
ひょうごの
教育のめざ
す姿 
２ 「めざす
べき人間像」
と「培うべき
力」（続き） 

「異なる文化や価値観を尊重
し」は「異なる文化や価値観を
（お互いに）理解し」とすべき
である。(p.21) 

2 【ご意見を反映】 
ご意見を踏まえ、「異なる文化や価値観を理解し」
と修正しました。（p.21） 

 「伝統と文化を尊重し、国やふ
るさと兵庫を愛する態度を養う
と共に、異なる文化や価値観を
尊重し、国際社会の平和や発展
に貢献する力を培う」は「伝統
と文化を尊重し、我が国やふる
さと兵庫を愛する態度を養うと
共に、他国を尊重し、国際社会
の平和と発展に寄与する態度を
養う」とすべきである。(p.21)

1 【ご意見を反映】 
教育基本法の法文上の使い分けを参考に、機関と
しての「国」と区別を明確にするために、ご意見
を踏まえ、「我が国やふるさと兵庫を愛する態度」
と修正しました。なお、「寄与する態度」につい
ては、「めざすべき人間像」としてより具体的で
分かりやすい表現とするため、「貢献」という表
現を用い、「貢献する力」としています。（p.21）

 培うべき力の、「勤労を重んず
る態度を養い」は「一人一人が
社会を構成する一員としての責
任を自覚し」に移動した方がよ
いのではないか。(p.21) 

1 【対応は困難】 
本計画においては、特に「キャリア形成の支援」
を重視するため、「勤労を重んずる態度」等の培
うべき力を新たに項目として設定しており、ご理
解願います。 

 「培うべき力」では、「豊かな
情操と道徳心」「主体的な行動
力」など、項目名を明記しては
どうか。(p.21) 

1 【対応は困難】 
教育基本法第二条（教育の目標）を踏まえ、教育
基本法社会情勢の変化や本県教育の成果と課題等
本県の実情を勘案し、本県教育において「培うべ
き力」を定めており、項目名を設定することはな
じまないと考えています。 

 

 

 

 
 
 
 

「培うべき力」の「異なる文化
や価値観」については、教育基
本法の「他国」の表現をそのま
ま使う方がよいと考える。 

4 【対応は困難】 
「他国」については、他の国々はそれぞれ文化や
伝統、歴史とそれに基づく価値観をもっており、
そういう国々の生き方やあり方等を違いは違いと
して理解し、それに対する敬意をはらっていくこ
とが必要であり、兵庫の子どもたちが理解しやす
い表現となるよう「異なる文化や価値観」として
おります。（p.21） 

 めざすべき人間像、培うべき力
においても、インクルーシブ教
育についての方向性をはっきり
示す必要がある。 

1 【既に対応済み】 
現在、国において、障害のある子どもたちの自立
と社会参加を見据え、教育的ニーズに最も的確に
応える指導を提供できるインクルーシブ教育シス
テムの構築に向けた検討が進められている状況に
ついて、第１部「２本県教育の成果と課題」「(5)
特別支援教育の推進」及び基本方針「特別支援教
育の充実」に記載しています。(p.26) 

 社会情勢の変化には、環境問題 1 【既に対応済み】 
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が１つの柱として記載されてい
るが、「めざすべき人間像」と
「培うべき力」では、「自然を
大切にし」という一言にとどま
っている点が落差を感じる。
(p.21) 

環境問題の深刻化に対応するための培うべき力に
ついては、「自然を大切にし」という言葉だけで
なく、真理を求める態度や、豊かな情操と道徳心、
公共の精神、生命の尊重、国際平和の平和や発展
に貢献する力等、様々な力と関連していると考え
ます。 

第２部 
ひょうごの
教育のめざ
す姿 
２ 「めざす
べき人間像」
と「培うべき
力」（続き） 

兵庫の教育の「めざすべき人間
像」「培うべき力」の中、グロ
ーバル人材の育成にも言及して
はどうか。 

1 【既に対応済み】 
グローバル人材と同様の視点で、めざすべき人間
像の１つに「我が国の伝統と文化を基盤として、
創造性やチャレンジ精神をもって国際社会に貢献
できる人」を掲げており、それに対応する力を培
うべき力と記載しています。（p.21） 

 「めざすべき人間像」の「ふる
さとを愛し、互いに支え合い協
力しながら、明日の兵庫を切り
拓き、日本の未来を担う人」は、
「自然、人、社会とつながりを
もち、日本の未来を担う人」と
してはどうか。 

1 【既に対応済み】 
ご指摘の人間像について、本県の計画として「ふ
るさと」「兵庫」は欠かすことのできない要素と
考えております。なお、「自然、人、社会とのつ
ながり」については、「培うべき力」に詳しく記
載しています。（p.21） 

第２部 
ひょうごの
教育のめざ
す姿 
３ 各主体
の責任と役
割 

各主体の責任と役割という表題
でありながら、「教育行政」と
いう表現に主体性が感じられな
い。計画に責任を持とうとする
なら、兵庫の子どもたちの教育
のために、兵庫県は何をするの
か、兵庫県教育委員会は何をす
るのか、市町は何をするのか、
市町教育委員会は何をするの
か、を明記するべきである。ま
た、全体があいまいで積極性が
感じられない。(p.22) 

1 【既に対応済み】 
本計画は、県の教育委員会が行う事務に加え知事
部局等が行う教育行政全般を対象としているた
め、「教育行政」と表現しています。また、本計
画の円滑な推進にあたっての市町(教育委員会)の
責任と役割を記載していますが、各市町の実情に
応じた教育については、各市町(教育委員会)の責
任で行われるものと考えます。 
県教育委員会に関しては、国の教育委員会制度の
検討の動向を踏まえ、文章を追加記載しました。
本計画に基づく具体的取組については、子どもた
ちに「ひょうごの教育のめざす姿」に示している
「めざすべき人間像」を実現すること、「培うべ
き力」に示す力を身に付けさせることをめざし、
毎年度具体的施策を盛り込んだ実施計画を定め、
兵庫の教育を進めます。（p.22） 

 家庭（保護者）及び地域（地域
住民）の責任と役割を当事者に
周知してほしい。 

1 【今後の取組の参考】 
本計画策定後は、計画のパンフレット、県ウェブ
サイト、広報誌等を通じ、広く計画の周知を図る
こととしています。 

 「自信と誇りを持って教育活動
に専念できるよう支援を行う。」
について具体的に述べて欲し
い。 

1 【今後の取組の参考】 
教職員への具体的な支援は、教職員の人的配置や
予算措置等はもちろんのことですが、学校の組織
編制や、管理職を含めた人員配置、環境整備、外
部人材等の支援、教育行政体制、教育施策などが、
教職員が子どもたちに寄り添い、自信と誇りを持
って教育活動に専念できる支援につながると考え
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ており、その充実を図ることとしています。 

第２部 
ひょうごの
教育のめざ
す姿 
３ 各主体
の責任と役
割（続き） 

「各主体の責任と役割」に「教
員は学校行事などの際、国旗掲
揚及び国歌斉唱を学習指導要領
に規定されたとおり、忠実に実
施するとともに、愛国心や愛郷
心が育つような歴史教育（特に
近現代史）を実施する。」と記
載すべきである。 

1 【ご意見を反映】 
ご意見を踏まえ、「郷土の歴史や文化に触れる機
会の充実を図るなど、伝統と文化の理解を深める
教育を推進する。」と修正しました。（p.25）な
お、国旗・国歌に関する指導については、学習指
導要領に基づき、小学６年生の社会科と中学校３
年の社会科の授業で、我が国の国旗・国歌の意義
を理解させ、これを尊重する態度と併せ、諸外国
の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てる指導
を行っています。加えて、歌唱指導として、式典
等の特別活動の場に加え、小学校の音楽科の授業
の中で指導をしています。 

 「多様な教育の主体と緊密に連
携・協力して教育を行う。」と
してはどうか。（p.23） 

1 【既に対応済み】 
「家庭や地域をはじめ多様な教育の主体と緊密に
連携・協力して教育を行う」としています。（p.23）

 「学校は単なる知識・技術の伝
達に止まらず、子ども達の人格
の完成を目指した教育を行う」
については、人格の完成を第一
と考え、「学校は子ども達の人
格の完成を目指し、その中で培
うべき力の基礎の習得を図るた
めの教育を行う。」等の表現が
望ましい。(p.22) 

1 【ご意見を反映】 
ご意見を踏まえ、「学校は、子どもたちの人格の
完成をめざし、知・徳・体の調和のとれた「生き
る力」を育む教育を行う。」と修正しました。（p.22）

 

 

教員が「専門職として自覚と誇
りを持ち、一人一人の資質向上
に努める」などの文言を記述し
てはどうか。 

2 【既に対応済み】 
学校（教員）等、教育機関の責任と役割として、
「教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶え
ず研究と修養に励み、その職責を遂行する」と記
載しており、ご意見と同趣旨と考えます。（p.23）

 

 

家庭（保護者）地域（地域住民）
に記載されている内容はもっと
もであり、子どもたちの健やか
な成長にとって必要不可欠なも
のだと思う。家庭や地域の教育
力を高めるための具体的な方策
や、教育力を失ってしまってい
る家庭(保護者)の改善策を検討
していただきたい。(p.27) 

2 【今後の取組の参考】 
ご意見については、毎年度作成する具体的施策を
盛り込んだ実施計画の検討の参考とします。 

 家庭の責任、役割が明記されて
いることは大変好ましい。幼児
期からの家庭での教育を「しつ
け」という言葉で表現している
ことは評価できる。表現につい
て、「家庭での学習が」とある
が、「家庭での教育が」の方が
よい。また、「健全な心身、集

1 【ご意見を反映】 
ご意見を踏まえ、「家庭での教育が学習習慣の確
立や学習内容の定着に大きな役割を果たすもので
あり、子どもたちの各成長段階において、健全な
心身の育成や、集団や社会に適応する規範意識の
醸成･･･」と修正しました。(p.23) 
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団や社会に適応する規範意識の
育成」を「健全な心身の育成を
図り、集団や社会に適応する規
範意識の育成」とした方がよい。

第２部 
ひょうごの
教育のめざ
す姿 
３ 各主体
の責任と役
割（続き） 

学校現場では、教師と保護者と
の間のトラブルが増えており、
学校と家庭とを結ぶ相談員のよ
うな仕事をしてもらえる部署を
新設してほしい。 

1 【既に対応済み】 
県教育委員会では、各教育事務所に学校・警察Ｏ
Ｂ，スクールソーシャルワーカー、精神科医等で
構成する「学校支援チーム」、本庁高校教育課内
に教育関係ＯＢ、弁護士等で構成する「高等学校
問題解決サポートチーム」を設置しています。 

 保護者が子どもの教育に第一義
的責任を有していることを無自
覚のまま「親」になってしまっ
ている。「親」となることの覚
悟と責任を強く促すプランの策
定を望む。 

1 【既に対応済み】 
「各主体の責任と役割」において「家庭（保護者）」
について記載しています。(p.23) 

 (3)家庭（保護者）の責任と役割
に「道徳心」という言葉を入れ
るべきである。(p.23) 

1 【既に対応済み】 
道徳心については、「自立心や他人を思いやる心」
「規範意識」等、分かりやすく記載しています。
(p.23) 

 

 

「各主体の責任と役割」に企業
等や子どもを加えてはどうか。
(p.22) 

2 【既に対応済み】 
「各主体の責任と役割」については（４）として
「地域（地域住民）」を記載しており、企業や民
間事業者についても含んだ記載としています。ま
た、教育行政及び学校、家庭、地域がそれぞれの
責任と役割を果たしながら、子どもたちを育んで
いくことを各主体の責任と役割に記載し、そのめ
ざす姿として、基本理念及び「めざすべき人間像」、
「培うべき力」を示しています。（p.23） 

 大人の再教育が重要である。失
敗してもチャレンジする姿など
を子どもたちに見せる必要があ
る。まず大人が変わらなければ
ならない。 

1 【既に対応済み】 
本計画においては、教育行政、学校、家庭、地域
それぞれの果たすべき責任と役割について明らか
にしています。特に学校、家庭、地域は、それぞ
れが子どもたちの成長に関わる当事者として、責
任と役割を果たし、互いに連携・協力して教育に
取り組むことが求められることから、ご意見の通
り大人が子どもたちに与える影響は多大であると
考えられます。そのような意味からも、一人一人
がその生涯を通じて、様々な学びの機会を得、社
会の一員として必要な学びや自らが生きる地域の
課題を協働して解決していく生涯学習社会の形成
について、記載しています。（p.22、23、28） 

 小・中・高における組織的・系
統的なキャリア教育は、体験教
育やコミュニケーション力の育
成、確かな学力の育成と別の特

1 【今後の取組の参考】 
第２部「基本方針１ 社会的自立に向けたキャリ
ア形成の支援」においては、「小･中･高それぞれ
の段階に応じ、学校教育活動全体を通じた組織的･
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別な取組となるのか、子どもに
「夢と目標」を持たせるために、
どんな新たな施策が展開される
のかがイメージができるような
提案をしてほしい。 

系統的なキャリア教育」の充実に取り組むことと
記載しており、教育委員会施策だけでなく、各学
校の日々の教育活動において意識して取り組んで
いくことが重要と考えています。ご意見について
は、今後の施策の検討の参考とします。 

第２部 
ひょうごの
教育のめざ
す姿 
４ 基本方
針 

生涯を見据えて自信を持って学
び直しの場に進んでいける支援
については、定時制・通信制高
等学校において大きな効果をあ
げられると思う。 

1 【既に対応済み】 
子どもたちに、「生涯学び続ける姿勢を身に付け
ること」に加え、「様々な困難に直面しても状況
を主体的かつ的確に判断し行動する力」を身に付
けることの重要性を記載しています。ご意見につ
いては、今後の定時制･通信制高等学校等における
取組の参考とします。（p.24） 

 「子どもたちが生涯を見据え」
を「子どもたちが育ったふるさ
とを基盤に、生涯を見据え」と
することを提案する。（p.24）

1 【既に対応済み】 
ふるさと意識については、ふるさと兵庫の発展を
支える「ふるさと意識」を醸成することや、兵庫
型「体験教育」や伝統と文化の教育の推進を通じ、
ふるさとを愛する態度の育成を図っていきます。
（p.4、23） 

 「社会的自立に向けたキャリア
形成の支援」に、「その際、子
どもたちの夢や目標を叶える方
法論の教育支援や子どもたちが
生涯を見据え」と追加してはど
うか。 

1 【既に対応済み】 
「子どもたちが生涯を見据えて、学ぶことや働く
こと、生きることの尊さを実感し、将来の生き方・
働き方を考えるとともに、社会とのつながりや社
会における自らの役割を考えることができるよう
支援する。」と記載しており、ご意見と同趣旨で
あると考えます。 

 キャリア教育に限定するのでは
なく、「総合的な学習の時間」
と「特別活動」の時間の充実が
重要であると思う。総合的な学
習の時間や特別活動の取組を通
じて、教師も子どもたちも「自
分で考え、行動する力」を身に
付け、成長すると考える。 

1 【今後の取組の参考】 
本計画では、社会的自立に向けたキャリア形成の
支援として、子どもたちが夢や目標を持ち、具体
の計画を立て、それに向かって進んでいく力（キ
ャリアプランニング能力）をはじめ社会的自立に
必要な能力を、小・中・高それぞれの発達の段階
に応じ、ご指摘の総合的な学習の時間や特別活動
をはじめ教育活動全体を通じて育成することが重
要であると考えています。（p.24） 

 

 

自然学校やトライやる・ウィー
ク等の体験活動は、自然や社会
の中に自分の身を置き改めて自
分自身を見つめ直すことができ
る良い機会であり、今後も継続
していく必要がある。(p.9、25)

2 【その他】 
ご意見を踏まえ、「兵庫が育む こころ豊かで自
立した人づくり」の基本理念のもと、本計画を推
進していきます。 

 基本方針１「自立して未来に挑
戦する態度の育成」の「グロー
バル化に対応した教育の推進」
については、「人権」「平和」
という視点から「すべての人の
人権を尊重し、平和的に物事を

1 【既に対応済み】 
「グローバル社会を生き抜くための力を身に付け
させ、さらに国際社会に活躍の場を広げていくこ
と」や、「国際社会に生きる日本人としての自覚
をもたせるとともに、民族や国籍を異にする人々
と互いに自他の文化や習慣、価値観を認め合い、
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解決する能力を備え、人類の平
和と共存の実現に向けて貢献す
ることができる人材の育成を図
る。」と記載してはどうか。 

 グローバル化に対応した教育の
推進の項目では、語学力を身に
付け、日本のことをよく理解し、
世界でリーダーシップを発揮で
きる人物を育成するということ
がよくわかる。 
環境・エネルギー・多文化共生・
平和・人権・健康などの地球規
模の問題等への取り組みについ
ても、グローバル教育に含める
ことはできないか。 

1 

 真に国際社会で活躍できる日本
人であるために必要なことは、
多様な文化や人々の生き方を受
け入れ尊重する豊かな人権感覚
を育成することである。 

1 

 地域における外国人との共生に
対応した教育について記述すべ
きである。 

1 

 グローバル教育の推進は重要な
課題であり、英語教育を小学校
から行うことも大切であるが日
本人としてのアイデンティティ
の確立のため、幼少期から日本
への母国愛、誇りを育む教育を
進めていくことがまず必要であ
る。(p.25) 

1 

 

 

 

語学力、コミュニュケーション
力、思考力、表現力、判断力と
いう言葉が使われているが、そ
の基礎として、学習指導要領に
示されている国語をはじめとす
る各教科の教育を充実し、確か
な学力を育成することが、日本
人のアイデンティティを培い、
国際化やグローバル化に対応す
る前提になる。 

3 

共に生きる心を育成する」ことについて記載して
います。なお、環境･エネルギーについては環境教
育、人権については人権教育、健康については健
康教育に盛り込んでいます。（p.6） 

また、「将来、国際社会で活躍できるよう、語学
力やコミュニケーション能力を育むことはもとよ
り、主体性や創造性、チャレンジ精神、リーダー
シップ、異文化に対する理解と日本人としてのア
イデンティティーなどを培う」ことについても記
載しています。(p.25) 

第２部 
ひょうごの
教育のめざ
す姿 
４ 基本方
針（続き） 

「グローバル化に対応した教育
の推進」後半部分に「主体性や
創造性、チャレンジ精神、リー
ダーシップ」の育成に関する文
言も入れてほしい。(p.25) 

1 【既に対応済み】 
「グローバル化に対応した教育の推進」において
は、「主体性や創造性、チャレンジ精神、リーダ
ーシップ」を培うことは重要と考えており、後段
にはその取組として英語をはじめとする外国語教
育の充実、国際交流や海外留学の促進等異文化に
直接触れる機会の充実について記載しています。
（p.25） 
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第２部 
ひょうごの
教育のめざ
す姿 
４ 基本方
針（続き） 

小学校の一斉授業について行け
ない子どもたちへの支援が必要
である。新学習指導要領におけ
る学習内容の増加や外国語活動
等のため余裕がなくなっている
小学校教育に抜本的な対策が必
要である。(p.24) 

1 【今後の取組の参考】 
小学校１～４年生までの35人学級編制や少人数学
習集団の編成等の新学習システムに加え、繰り返
し学習等の指導方法の工夫、学習内容の習熟に応
じた指導や補充的・発展的な学習を取り入れ、「確
かな学力」の育成に取り組んでいます。ご意見に
ついては、今後の取組の参考とします。 

 「確かな学力の育成」のため、
きめ細やかな指導をするための
人的配置が必要である。その理
念には大いに賛成であるが、そ
のための環境整備・財政措置を
望む。 

1 【今後の取組の参考】 
教職員の増員や事業に関する予算の確保または増
額については、本計画の具体的施策の推進にあた
り、行財政構造改革との整合性を図りつつ、選択
と集中による施策の効率化を図りながら、必要な
予算の確保に努めます。 
また、市町の責任で行う市町立学校等の人的配置
や施設等の充実についても、県として指導助言を
行い、対応していきます。 

 小、中、高と進むにつれ理科嫌
いが増加する。それを解決する
ためには実験実習を含む体験が
重要であり、教員が積極的に実
験実習に取り組むことができる
方策を増やしてほしい。 

1 【今後の取組の参考】 
「確かな学力」の育成に向けた取組の中で、理数
教育の充実に取り組むこととしております。ご意
見については、今後の具体的施策の検討の参考と
します。（p.25） 

 高等学校における道徳教育につ
いては、学習指導要領の記載を
踏まえ、「学校の教育活動全体
を通じて道徳性を養う」という
ことが明確になるよう記載して
はどうか。(p.25) 

1 

 体験活動や、道徳以外において
も、自尊感情やお互いを思いや
る心など「豊かな心」を育成す
ることができる。共生を主体と
した教育環境をつくることが大
切である。 

1 

【ご意見を反映】 
ご意見のとおり、道徳教育は、道徳の時間を要と
して学校教育活動全体を通じて行うものです。こ
のため、第１部「２本県教育の成果と課題」「(2)
豊かな心の育成」において「今後は、兵庫型「体
験教育」や学校教育活動全体を通じた道徳教育、
命の大切さや共生の心を育む人権教育等の充実を
図ることにより、自尊感情や行動力を育成する必
要がある。」と修正しました。（p.9） 

 道徳指導において、兵庫にゆか
りのある人物をはじめとする日
本の偉人の伝記を活用すべきで
ある。 

1 【既に対応済み】 
本県では、平成 22 年度に、兵庫の先人の生き方等
を題材とする教材や兵庫ゆかりの著名人のメッセ
ージを盛り込んだ子どもたちの心に響く魅力ある
教材として「兵庫版道徳教育副読本」を作成して
おり、公立小・中学校児童生徒に配布し、その活
用を図っています。 

 

 

道徳教育や、歴史教育、宗教教
育に力を入れてほしい。 

2 【ご意見を反映】 
ご意見を踏まえ、「郷土の歴史や文化に触れる機
会の充実を図るなど、伝統と文化の理解を深める
教育を推進する。」と修正しました。 

 食育を推進する上で重要な役割 1 【今後の取組の参考】 
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を担う栄養教諭の配置拡充を望
む。 

教職員の増員や事業に関する予算の確保または増
額については、本計画の具体的施策の推進にあた
り、行財政構造改革との整合性を図りつつ、選択
と集中による施策の効率化を図りながら、必要な
予算の確保に努めます。 
また、市町の責任で行う市町立学校等の人的配置
や施設等の充実についても、県として指導助言を
行い、対応していきます。 

第２部 
ひょうごの
教育のめざ
す姿 
４ 基本方
針（続き） 

「子どもたちが主体的に自らの
安全について考え、危険な状況
になった時、正しく行動して自
分の身を守る行動をとれるこ
と」など安全教育の充実が必要
であり、自分の身は自分で守れ
るようスキルアップすることが
自立した人間への第一歩である
と考える。(p.27) 

1 【既に対応済み】 
「地震・津波や風水害など、様々な自然災害から
自らの生命を守るために必要な能力や態度の育成
する防災教育」と、「交通安全や防犯など学校の
安全に関するする教育」について記載しています。
（p.14、15、26） 

 「幼児期の教育の充実」につい
ては、「待機児童をなくし、」
「待機児童の減少に努め、環境
整備を図るとともに」という表
現を加えるた方が良い。 

1 【既に対応済み】 
「幼児期の教育の充実」として、認定こども園等
における教育･保育内容の充実について記載して
おります。なお、待機児童の減少への対応につい
ては、県の重要課題として「新ひょうご子ども未
来プラン（H22-26)」に基づき、認定こども園の設
置推進等を図っています。（p.26） 

 

 

・「インクルーシブ教育システ
ムの実現に向け、通常の学級に
在籍するＬＤ、ＡＤＨＤ等を含
めた特別な支援が必要な子ども
たちの能力や可能性を最大限に
伸ばし、自立し社会参加するた
めに必要な力を培うため、基礎
的環境整備や合理的配慮等、校
内の支援体制の整備を行い、き
め細かく適切な教育的支援を行
う「特別支援教育の充実」に取
り組む。」とすることを提案す
る。(p.26) 
 
・特別支援教育の充実において
は、今後、「合理的配慮」がキ
ーになる。校種を問わず、教職
員や県民への周知・広報という
意味で、明記すべきではないか。

2 【既に対応済み】 
現在、国において、障害のある子どもたちの自立
と社会参加を見据え、教育的ニーズに最も的確に
応える指導を提供できるインクルーシブ教育シス
テムの構築に向けた検討が進められています。県
においてもその構築を見据えた障害のある子ども
一人一人の教育的ニーズに対応した「兵庫県特別
支援教育第二次推進計画」を本年度中に策定する
こととしています。 

 特別支援教育の充実について、
スクールアシスタントや支援教
員の増員が必要である。 

1 【今後の取組の参考】 
教職員の増員や事業に関する予算の確保または増
額については、本計画の具体的施策の推進にあた
り、行財政構造改革との整合性を図りつつ、選択
と集中による施策の効率化を図りながら、必要な
予算の確保に努めます。 
また、市町の責任で行う市町立学校等の人的配置
や施設等の充実についても、県として指導助言を
行い、対応していきます。 
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第２部 
ひょうごの
教育のめざ
す姿 
４ 基本方
針（続き） 

配慮や支援を必要とする児童・
生徒はこれからも増えていく。
地域の学校では施設、人の両面
において受入れが難しくなって
いる。特別支援学校も受入可能
人数を超えているような状況に
あり、安心して学べるような教
育の場の保障を願う。 

1 【既に対応済み】 
特別な支援が必要な子どもたち一人一人の教育ニ
ーズに応じた特別支援教育の充実については、平
成 25 年度中に策定する「兵庫県特別支援教育第二
次推進計画」に基づき、特別支援教育を充実させ
るための教育環境整備も含め取り組むこととして
います。（p.26） 

 

 

「特別支援教育の充実」の「早
期からの一貫した支援」という
点で考えると、「個別の教育支
援計画等」とする方がよいので
はないか。(p.26) 

2 【ご意見を反映】 
ご意見を踏まえ、「個別の指導計画や個別の教育
支援計画の活用等による早期からの一貫した支
援」と修正しました。（p.26） 

 「通常の学級に在籍するＬＤ、
ＡＤＨＤ等の児童生徒を含めた
特別な支援が必要な子どもたち
の」と修正すべきである。（１
１・２６ｐ） 

1 【ご意見を反映】 
ご意見を踏まえ、「通常の学級に在籍するＬＤ、
ＡＤＨＤ等の子どもたちを含めた特別な支援が必
要な子どもたちの」と修正しました。 

 

 

 

私立学校について、教育基本法、
学習指導要領から逸脱していな
いかどうかの確認を行うととも
に、補助金についても再検討が
必要なケースがある。教育基本
法、学習指導要領を大きく逸脱
するような学校への助成は行わ
れるべきではないと考える。 

3 【既に対応済み】 
私立学校への助成については、教育基本法及び学
校教育法に基づく学校教育・学校運営等の状況を
確認し、適正に執行をしております。 

 いじめ防止対策推進法で義務づ
けられた「学校いじめ防止基本
方針」の策定をはじめとするい
じめ対策と、体罰の根絶につい
ても言及してほしい。(p.27) 

1 【既に対応済み】 
いじめ防止基本方針については、いじめ防止対策
推進法に基づく国の基本方針を参酌し、県の基本
方針の策定を進めており、これに基づくいじめ対
策を推進していくこととしています。（p.15）ま
た、教員の体罰については、未然防止研修の徹底
や指導の教科等に取り組むこととしています。
（p.17） 

 公立小・中学校事務職員は、地
域と学校の橋渡しを行い、校
長・教頭を補佐する役割を果た
していかなければならない。こ
のためのシステムづくりが大切
である。(p.27) 

1 【今後の取組の参考】 
ご意見については、今後の公立小・中学校事務職
員の資質向上に係る取組の参考とさせていただき
ます。 

 家庭、地域との連携を深めるた
め、「ＨＰの活用と学校での教
育活動の広報に努め、学校への
理解を深める」「学級、学年、
クラス、クラブ通信の発行によ
り保護者との連携を深める」な
ど学校の広報活動を記載した方
がよい。 

1 【既に対応済み】 
地域全体で子どもを育てる環境づくりの推進にお
いて「学校からの積極的な情報発信を踏まえた地
域と学校の緊密な連携」を記載しています。具体
的な取組については、学校教育法第 43 条「学校運
営の状況に関する情報の提供」に基づき、各学校
や地域の実態に応じた情報の提供を行っていま
す。（p.27） 
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

第２部 
ひょうごの
教育のめざ
す姿 
４ 基本方
針（続き） 

教員としての「専門性」の向上
についても触れた方がよい
(p.27) 

1 【既に対応済み】 
本計画では、「教員の資質と実践的指導力の向上」
としておりますが、ご指摘の専門性に加え、使命
感や教育的愛情、教職に対する情熱、教科等に関
する専門的知識、実践的指導力、総合的な人間力
等を含めたものと認識しています。なお、第１部
「２本県教育の成果と課題」「(11)学校の組織力
及び教職員の資質能力の向上」に「教職員の経験
年数や職責に応じた研修等を通じた専門性の向
上」と記載しています。（p.27） 

 ベテランの教員の経験やノウハ
ウなどを伝える研修を検討して
ほしい。(p.27) 

1 

 学校現場の実態を調査・把握し
た上で、真に子どもたちの教育
のためになる、教職員の資質能
力の向上のための研修等を行え
る環境整備をしてほしい。 

1 

【今後の取組の参考】 
ご意見については、毎年度作成する具体的施策を
盛り込んだ実施計画の検討の参考とします。 

 授業力や多様な教育課題への対
応力等教員の資質と実践的指導
力の向上を図るためにも、３５
人以下学級の実現や、教職員定
数の改善など、教師がゆとりを
持って教材研究や児童生徒とふ
れあうことができるよう、条件
改善の実施が必要である。 

1 

 現場の教職員は、疲れ切り、身
を削るような思いで勤務してい
る。よりよい教育を提供するた
め、勤務時間の適正化をはじめ、
ともに気持ちよく働くことので
きる職場づくりの支援を望む。

1 

 部活動に取り組む教職員の勤務
の適性化については、外部人材
の活用を促進することにより､
負担を軽減し、より充実した活
動が提供できると考える。 

1 

【今後の取組の参考】 
平成２５年２月策定の「教職員の勤務時間適正化
新対策プラン」に基づく校務・業務の効率化・Ｉ
Ｔ化や勤務環境の整備など、全ての学校での業務
改善を促進しているところですが、ご意見のよう
な課題に対しては、引き続き状況を把握して改善
に努めます。その中で、教職員の増員や事業に関
する予算の確保または増額については、本計画の
具体的施策の推進にあたり、行財政構造改革との
整合性を図りつつ、選択と集中による施策の効率
化を図りながら、必要な予算の確保に努めます。
また、市町の責任で行う市町立学校等の人的配置
や施設等の充実についても、県として指導助言を
行い、対応していきます。（p.17） 

 「教職員の勤務時間適正化新対
策プラン」に基づく業務改善は
まだ十分ではない。多様な個性
や能力、様々な家庭環境を持つ
子ども達一人一人としっかりと
向き合える時間の確保と、その
ための教職員の心身の健康の保
持・増進のため、基本方針３に
「業務改善の更なる推進」を加
えてほしい。 

1 【既に対応済み】 
第１部「２本県教育の成果と課題」「(11)学校の
組織力及び教職員の資質能力の向上」に「『教職
員の勤務時間適正化新対策プラン』（平成 25 年２
月策定）に基づく校務・業務の効率化・ＩＴ化や
勤務環境の整備などのすべての学校での業務改善
を促進する」と記載しています。（p.17） 
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

第２部 
ひょうごの
教育のめざ
す姿 
４ 基本方
針（続き） 

最終行の「教職員のメンタルヘ
ルスの保持・増進等に取り組
む。」については別に項を設け
て欲しい。(p.27) 

1 【今後の取組の参考】 
教職員のメンタルヘルスの保持・増進については、
教職員の情報共有や勤務時間の適正化等、学校の
組織力とも密接に関連しており、「学校の組織力
及び教職員の資質能力の向上」の中に位置付けて
いますが、毎年度作成する実施計画においては、
その下位項目として設定することとしています。
（p.27） 

 「安全・安心かつ先進的な学習
環境の整備」としてほしい。
(p.27) 

1 【対応は困難】 
基本方針の各項目については、端的な表現となる
よう統一しており、「安全・安心な学習環境の整
備」としております。 

 

 

家庭の教育力の向上について、
親が成長するための学びの機会
の提供については大賛成であ
る。しかし、特に成長が望まれ
る親に対して機会を提供できて
ない現状があり、保護者の教育
力の二極化が見られるため、ど
の保護者も成長できる学びの提
供など具体的取組を検討してほ
しい。(p.27) 

2 【今後の取組の参考】 
課題を抱える家庭の状況やニーズを踏まえた家庭
への支援や子どもを育てる中で「親が親として成
長するための学びの機会の提供、関係機関の連携
におる地域が家庭を支える体制づくりなど、家庭
教育の支援について記載しています。ご意見につ
いては毎年度作成する具体的施策を盛り込んだ実
施計画の検討の参考とします。（p.27） 

 

 

学校は地域の中で存在するもの
であり、地域からの信頼なくし
て学校は成り立たないため、「地
域から信頼される学校」という
文言が必要である。 

2 【ご意見を反映】 
ご意見を踏まえ、「地域に信頼される開かれた学
校づくりを進める」を追加記載しました。（p.27）

 「地域全体で子どもを育てる環
境づくりの推進」に関して、「環
境保全や防災活動への共同での
取組」「伝統文化継承のための
学校・家庭・地域が一体となっ
た取組」のような具体的事例を
付け加えると、各責任主体も動
きやすくなる。(p.27) 

1 【今後の取組の参考】 
ご意見のような具体的事例は一例であるため、基
本計画への反映は行いませんが、毎年度作成する
具体的施策を盛り込んだ実施計画の検討における
参考とします。 

 地域行事への子どもたちの参加
等については、学校、教育委員
会と生涯学習を所管する部署な
どの連携が必要である。 

1 【既に対応済み】 
第２部「３各主体の責任と役割」「(1)教育行政」
に、「教育行政全体で学校教育、社会教育・生涯
学習等の振興を推進し、学校、家庭、地域、関係
機関などの教育の主体と連携・協力するとともに、
各主体を支援する」こととしています。（p.22）

 表現が読みづらいので「社会の
一員として必要な学びに取り組
み、」と修正すべき。(p.28) 

1 【ご意見を反映】 
ご意見を踏まえ、「社会の一員として必要な学び
に取り組み、」と修正しました。 
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

第２部 
ひょうごの
教育のめざ
す姿 
４ 基本方
針（続き） 

「生涯を通じた学びの機会・場
の充実」に、「芸術に触れる機
会・場を増やし、情操を豊かに
すること」等も入れてはどうか。

1 【ご意見を反映】 
ご意見を踏まえ、「兵庫の歴史、芸術文化など豊
かな資源をいかした」と修正しました。 

 学校、家庭、地域が一体となっ
た教育や文化財の保存･活用に
ついては、具体的な取り組みを
検討してほしい。 

1 【今後の取組の参考】 
本計画に基づき、毎年度作成する実施計画におい
て、具体的施策を盛り込むこととしています。 

 「ふるさと兵庫の魅力を伝える
文化財の保存・活用」とするこ
とを提案する。また、説明の最
後を、「歴史文化に根ざしたふ
るさとへの愛着と誇りづくり、
また活性化等に取り組む。」と
することを提案する。 

1 【既に対応済み】 
基本方針の各項目については、端的な表現となる
よう統一しており、「文化財の保存・活用」とし
ております。また、「ふるさと」については、「地
域住民の心の拠り所」と表現しており、ご意見と
同趣旨であると考えています。 

 「文化財の保存・活用」につい
て、「兵庫の自然や環境の保全・
活用」も必要ではないか。(p.28)

1 【その他】 
兵庫の自然や環境の保全等に関しては、「第３次
兵庫県環境基本計画」（平成 20～29 年度）を策定
しています。なお、本計画においては、小学校３
年生の環境体験事業や小学校５年生の自然学校に
おいて、兵庫の自然や環境を活用した学習を行っ
ています。 

 高齢化社会を迎える今日、「ス
ポーツクラブ２１ひょうご」を
幅広い世代にさらに身近にする
取組等が大切だと思う。 

1 

 「スポーツクラブ 21 ひょうご」
について、スポーツだけでなく
地域・ふるさとづくりの観点か
ら支援する必要があるのではな
いか。 

1 

【今後の取組の参考】 
ご意見については、毎年度作成する具体的施策を
盛り込んだ実施計画の検討の参考とします。 

その他 
教科等 

歴史が教えられる教師の育成が
必要と考える。 

1 【既に対応済み】 
教職員の専門性の向上を図るため、初任者研修や
10 年経験者研修の経験に応じた研修に加え、教科
研修等を実施しており、引き続き、専門性の向上
に努めます。 

 中学校の技術の計測･制御等の
教材は費用が高く、個人負担に
抵抗を感じる。学校の予算で購
入できるようにしてほしい。 

1 【今後の取組の参考】 
児童生徒の個人所有となる教材については、個人
負担が原則ですが、市町の責任で行う市町立学校
の備品等の教材の購入等については、必要に応じ
県として指導を行い、対応していきます。 

 部活動では、体罰や勤務時間の
適正化等が問題となっている
が、学校教育において部活動は
大きなウェイトを占めており、

1 【今後の取組の参考】 
ご意見については、毎年度作成する具体的施策を
盛り込んだ実施計画の検討の参考とします。 
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

「豊かな心」の育成や「健やか
な体」の育成の視点から、部活
動の充実が求められる。 

その他 
教科等（続
き） 

 

歴史教育において国の形成、ま
た、国の発展に尽くしてきた偉
人の伝記、歴史、さらに身近な
郷土の先人などの言葉や志に触
れ、グローバル化に対応すべき
様々な艱難辛苦に耐えて生き抜
く力につながる基礎を培うこと
が必要である。 

2 【ご意見を反映】 
ご意見を踏まえ、「郷土の歴史や文化に触れる機
会の充実を図るなど、伝統と文化の理解を深める
教育を推進する。」と修正しました。 

その他 
全体 

素晴らしい生徒指導をしている
先生方のアドバイスを受ける機
会を設けていただきたい。また、
そのような先生方の指導方法が
分かるホームページ等があれば
よい。 

1 【既に対応済み】 
本県では、教職員の意欲・資質能力を向上させ、
教育の活性化を図る目的で、日々の学校教育活動
において他の模範となる優れた取組を行い、特に
顕著な成果を上げている教職員を「兵庫県優秀教
職員」として毎年度表彰しており、実践事例は県
教育委員会ホームページでご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

各学校で国旗掲揚(常掲を含
む）、国歌斉唱を実施するとと
もに、その指導を行うことが大
切である。 

5 【既に対応済み】 
国旗・国歌に関する指導については、学習指導要
領に基づき、小学６年生の社会科と中学校３年の
社会科の授業で、我が国の国旗・国歌の意義を理
解させ、これを尊重する態度と併せ、諸外国の国
旗と国歌も同様に尊重する態度を育てる指導を行
っています。加えて、歌唱指導として、式典等の
特別活動の場に加え、小学校の音楽科の授業の中
で指導をしています。  

 

 

 

 

 

国や地域に尽くした偉人の伝記
を取り扱った副読本等を用いた
指導により、兵庫県の子どもた
ちに豊かな心を育むことが必要
である。 

5 【今後の取組の参考】 
本県では、兵庫の先人の生き方等を題材とする教
材や兵庫ゆかりの著名人のメッセージを盛り込ん
だ兵庫版道徳教育副読本を、子どもたちの心に響
く魅力ある教材として作成し、公立小・中学校児
童生徒に配布し、活用を図っています。ご意見に
つきましては、身近な教材等を活用した指導を行
う際の参考とします。 

 

 

道徳教育副読本が作成され、活
用されていることは評価する
が、湊川神社などの楠木正成公
などは兵庫県人として知ってお
くべきではないか。 

2 【今後の取組の参考】 
兵庫版道徳教育副読本については、兵庫の先人の
生き方等を題材とする教材や兵庫ゆかりの著名人
のメッセージを盛り込み、子どもたちの心に響く
魅力ある教材として、公立小・中学校児童生徒に
配布し、活用を図っています。ご指摘の楠木正成
公については、中学校社会の教科書等に取り上げ
られておりますが、ご意見につきましては、今後
の取組の参考とします。 

 

 

兵庫県のみならず、日本各地、
世界各地へと羽ばたいていく子

4 【既に対応済み】 
領土に関する学習については、学習指導要領に基
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

 

 

どもたちに対し、国やふるさと
を愛する心を涵養するために
も、国益とつながる国際協調、
友好親善、他国の尊重とともに、
領土領海の保全に努力する教
育、消防、警察や海上保安庁、
自衛隊の役割等について教える
必要がある。 

 づき、それに従って指導を行っています。小学校
では、５年生の社会科の国土の位置の学習で、地
図帳や地球儀などを活用しながら、我が国の領土
を中心に、隣接する諸国を関連し、取り上げてい
ます。また、中学校では、社会科で、世界的視野
から、国土の位置と領域に関する特色を多面的・
多角的に追求し、とらえさせています。この中で、
国境が持つ意味について考えさせたり、我が国が
当面する領土問題や経済水域の問題などに着目を
させるなど工夫をしています。また、自衛隊が我
が国の防衛や国際社会の平和と安全の維持のため
に果たしている役割については、学習指導要領に
基づき中学校社会科における世界平和と人類の福
祉の増大等について学習する中で、教科書におい
ても取り上げています。領土に関する学習や自衛
隊の役割に関する学習等については、教科等の学
習の１つの分野であるため、学習指導要領に基づ
き、各学校において適切に指導を行います。 

その他 
全体（続き） 

 

 

阪神・淡路大震災や東日本大震
災に際し、天皇皇后両陛下をは
じめとする皇族方が被災地を訪
問され、慰霊、被災者への励ま
しを継続して行われた。天皇の
地位や役割などについて教える
べきである。 

3 【既に対応済み】 
天皇の地位や役割についての学習は、学習指導要
領の小学校社会〔第６学年〕、中学校社会〔公民
的分野〕に位置付けられております。ご意見につ
いては、身近な教材等を活用した指導を行う際の
参考とします。 

 中学校での部活動指導において
は、生徒から費用徴収せずに運
営できるような予算をつけてほ
しい。 

1 【今後の取組の参考】 
教職員の増員や事業に関する予算の確保または増
額については、本計画の具体的施策の推進にあた
り、行財政構造改革との整合性を図りつつ、選択
と集中による施策の効率化を図りながら、必要な
予算の確保に努めます。 
また、市町の責任で行う市町立学校等の人的配置
や施設等の充実についても、県として指導助言を
行い、対応していきます。 

 

 

 

この計画を円滑に推進し、成果
を得るために、教育予算の確保
が必要である。 

3 【今後の取組の参考】 
教職員の増員や事業に関する予算の確保または増
額については、本計画の具体的施策の推進にあた
り、行財政構造改革との整合性を図りつつ、選択
と集中による施策の効率化を図りながら、必要な
予算の確保に努めます。 
また、市町の責任で行う市町立学校等の人的配置
や施設等の充実についても、県として指導助言を
行い、対応していきます。 

 高等学校への予算の配分に関し
ては、学校を数校に限定してそ
こをさらに伸ばしていく発想が
必要ではないか。 

1 【今後の取組の参考】 
教職員の増員や事業に関する予算の確保または増
額については、本計画の具体的施策の推進にあた
り、行財政構造改革との整合性を図りつつ、選択
と集中による施策の効率化を図りながら、必要な
予算の確保に努めます。 
また、市町の責任で行う市町立学校等の人的配置
や施設等の充実についても、県として指導助言を
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

行い、対応していきます。 

その他 
全体（続き） 

学校教員を地域でもっと活用し
やすくすることも大切であり、
そのためのシステムを作る必要
がある。 

1 【今後の取組の参考】 
ご意見については、毎年度作成する具体的施策を
盛り込んだ実施計画の検討の参考とします。 

 各学校の実態や教育方針に基づ
いた自主的・自律的な学校運営
を行うことが今以上に必要であ
り、学校の裁量を拡大していた
だきたい。 

1 【今後の取組の参考】 
ご意見については、学校裁量の拡大についての今
後の取組の参考とします。 

 

 

教職員には、教育基本法、学習
指導要領の遵守を義務づける必
要があると思う。国が定めた法
律、学習指導要領をもとにして、
行われる教育であるから、それ
に準拠した教育をおこなうべき
である。 

2 【既に対応済み】 
教職員の法令等に従う義務等については、地方公
務員法及び教育公務員特例法等により規定されて
います。 

 「教職員が教育活動に専念でき
るよう支援する。」を「教職員
が政治的活動をせず教育活動に
専念するよう指導する。」とし
てほしい。 

1 【既に対応済み】 
教職員の政治的行為の制限については、教育公務
員特例法第十八条等に定められています。ご指摘
の箇所は、「教育行政は学校や教職員等に必要な
指導･助言を行うとともに」、教職員の多忙化を踏
まえ、子どもたちに寄り添い、「教育活動に専念
するための支援」を記載したものです。（p.22）

 学習指導要領に準拠した教科書
選定ができるよう仕組みを改め
るべきである。 

1 【既に対応済み】 
教科書の採択については、地方教育行政の組織及
び運営に関する法律等に基づき、採択権者である
県・市町教育委員会において、教科書の内容につ
いての調査研究を行った上で、公正かつ適正に行
うこととされています。市町の採択については、
県が指導をしています。なお、現在、国において、
教科書検定、また教科書の採択のあり方について、
検討が行われています。  

 昨今の小学校などの若手教員に
活気や子どもに対する親身さが
足りないように思う。子どもた
ちに対するきめ細かなコミュニ
ケーションが必要であり、その
ための工夫ある研修を行ってほ
しい。 

1 【今後の取組の参考】 
ご意見については、毎年度作成する具体的施策を
盛り込んだ実施計画の検討の参考とします。 

 新任者が研修のために学校を離
れなくてもよいように、研修回
数を減らすことは出来ないか。

1 【今後の取組の参考】 
初任者研修については、教育公務員特例法第二十
三条に基づき実施しており、校内研修及び校外研
修の日数等についても文部科学省通知等に基づ
き、県教育委員会で規定しています。 
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

その他 
全体（続き） 

高校生に地域の自治会の会合に
参加させ、勉強させる。 

1 【今後の取組の参考】 
高等学校ふるさと貢献活動事業～トライやる･ワ
ーク～等において、高校生が地域の活性化に向け
た取組やボランティア活動等を行っており、その
中で地域の自治会等にも積極的に参加していると
ころです。ご意見については、今後の取組の参考
とします。 

 子ども自身が興味関心を持っ
て、試行錯誤を繰り返しながら
発見し、進めていくような教育
が大切だ。 

1 【既に対応済み】 
これまで、兵庫型「体験教育」において、子ども
たちが豊かな人間性や社会性を身に付けるための
取組を進めてきました。本計画においても、「兵
庫型『体験教育』の推進」を掲げ、子どもたちの
発達の段階に応じた体系的な兵庫型「体験教育」
を県民の参画と協働のもと推進することとしてい
ます。（p.24） 

 教育の方針を明確にするため
に、素案の総花的な内容を、人
間教育の視点から簡潔な文言で
括る項目を付け加えてはどう
か。 

1 【対応は困難】 
本計画は、家庭教育、幼児期から大学等までの学
校教育、社会教育・生涯学習、スポーツの振興な
ど、本県の教育全体に関する計画となっています。
計画では、基本理念、めざすべき人間像、培うべ
き力を定め、その実現に向けた４つの基本方針を
立てています。 

 気象台の警報の発令は雲の流れ
などを計算しながらの判断だと
思うが、登校時間を考慮しても
らいたい。警報を発令するなら
午前７時までなどにして欲し
い。 

1 【その他】 
気象警報発令後の子どもたちの安全の確保は、重
要な課題であると考えておりますが、気象警報発
令の時間については、気象庁の判断によるものと
なっております。 

 非常にわかりやすくまとめら
れ、第２期ひょうご創造プラン
の必要性が十分理解できる。 

27 【その他】 
ご意見を踏まえ、「兵庫が育む こころ豊かで自
立した人づくり」の基本理念のもと、本計画を推
進していきます。 
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